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「社会福祉法人会計基準の制定に伴う会計処理等に関する運用上の取扱いについて」の

一部改正について 

 
 

 社会福祉法人の会計処理については、「社会福祉法人会計基準」（平成 28 年厚生労働

省令第 79 号）及び「社会福祉法人会計基準の制定に伴う会計処理等に関する運用上の取

扱いについて」（平成 28 年 3 月 31 日付け雇児発 0331 第 15 号・社援発 0331 第 39 号・

老発 0331 第 45 号、厚生労働省雇用均等・児童家庭局長、厚生労働省社会・援護局長、

厚生労働省老健局長連名通知）により定めているところであるが、今般、社会福祉法人

の決算事務を円滑に行うため、当職通知について別添のとおり改正し、平成 30 年４月１

日より適用することとしたので通知する。 

 

各都道府県、指定都市及び中核市におかれては、貴管内社会福祉法人に対し周知徹底

を図るとともに、都道府県におかれては、貴管内の市（指定都市及び中核市を除き、特

別区を含む。）に対し周知を図るようご配慮願いたい。 
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